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消防車両の総括管理及び安全運転の普及並びに事故処理に係る 

個人情報を本人以外のものから収集すること及び本人以外のも  

のから収集することに伴う本人通知の省略，目的外に提供する  

こと及び目的外に提供することに伴う本人通知の省略並びに  

コンピュータ処理について（答申） 

 

２０１８年（平成３０年）１２月２０日付けで諮問（第９５１号）され

た消防車両の総括管理及び安全運転の普及並びに事故処理に係る個人情

報を本人以外のものから収集すること及び本人以外のものから収集する

ことに伴う本人通知の省略，目的外に提供すること及び目的外に提供する

ことに伴う本人通知の省略並びにコンピュータ処理について，次のとおり

答申します。 

 

 

１ 審議会の結論 

(1) 藤沢市個人情報の保護に関する条例（平成１５年藤沢市条例第

７号。以下「条例」という。 ) 第１０条第２項第５号の規定に

よる本人以外のものから収集する必要性があると認められる。  

(2) 条例第１０条第５項ただし書の規定による本人以外のものから

収集することに伴う本人通知を省略する合理的理由があると認められ

る。 

(3) 条例第１２条第２項第４号の規定による目的外に提供する必要性

があると認められる。 

(4) 条例第１２条第５項ただし書の規定による目的外に提供するこ

とに伴う本人通知を省略する合理的理由があると認められる。  

(5) 条例第１８条の規定によるコンピュータ処理を行うことは，適当で

あると認められる。 

 

２ 実施機関の説明要旨 

  実施機関の説明を総合すると，本事務の実施に当たり個人情報を本人

以外のものから収集する必要性及び本人以外のものから収集すること

に伴う本人通知を省略する合理的理由，目的外に提供する必要性及び目

的外に提供することに伴う本人通知を省略する合理的理由並びにコン



ピュータ処理を行う必要性は，次のとおりである。  

(1) 諮問に至った経過 

消防車両は，日々発生する火災，救助及び救急等に対応するため緊

急走行で災害現場に急行している。（２０１７年（平成２９年）出動件

数２５，８４５件） 

消防車両のうち，消防ポンプ自動車や救急自動車などの緊急自動車

には，消防法第２６条，第３５条の１１及び道路交通法第３９条，第

４０条，第４１条，第４１条の２，第７５条の６等の規定に基づき，

赤信号での停止義務等が免除されており，救急自動車については，同

乗する消防職員はもとより，傷病者である市民を適切な救命処置を施

しながら搬送することが求められている。  

これらの災害対応のほか，消防水利の日常的な点検，商業施設や事

務所への立入検査などを行うため，市内全域で１２０台にのぼる車両

が稼働している。 

消防職員が消防車両を運転するには，災害現場における判断力を養

う必要があることから，隊員として２年以上の実務経験を積み，神奈

川県警察交通安全センターにおいて自動車運転適性検査を受検し，適

性があると認められたものに対して，交通法規に関する座学講習や安

全運行に関する技術指導などの教育訓練等を経て，実際の消防車両の

運行業務に従事している。 

その一方で，走行中の交通事故は，過去５年の事故件数を平均する

と，３件前後発生している。（２０１３年（平成２５年）２件，２０１

４年（平成２６年）２件，２０１５（平成２７年）２件，２０１６年

（平成２８年）４件，２０１７年（平成２９年）４件）現在，交通事

故が発生した場合，機関員（以下，運転員という。）及び同乗する隊員

による負傷者の救護及び危険防止措置，警察への通報並びに管理部門

への連絡・状況説明及び記録・事故報告書の提出を行い，管理職によ

る事故後の運転員への教育指導や事故要因分析を実施している。併せ

て契約保険会社への報告により示談交渉を依頼している。過失割合に

ついては，判例を基準にほぼ確定しているが，双方の意見の相違など

で折り合わないケースもあり，事故状況の確認や原因を分析するため

の情報が不十分な状況にある。 

このため，消防車両にドライブレコーダーを設置することにより，

事故や事故発生に影響を与えた路面状況の確認，交通状況の確認がで

き，事故の原因が画像データによる映像と音で証明され，更には今後

の事故防止対策や交通安全教育へ活用することが可能となる。また，

必要時には警察等への録画映像を提供することにより事故状況のより

確実な原因究明が可能になると考えられる。  

２０１８年（平成３０年）１２月１日現在，既に５７台の消防車両

にドライブレコーダーを設置しているが，この度警防課において車両

更新があり，更新車両１台へのドライブレコーダーの設置についても

必要性が高いことから，条例第１０条，第１２条及び第１８条の規定



に基づき，藤沢市個人情報保護制度運営審議会に諮問するものである。 

なお，消防車両の更新については，毎年１０台前後あることから，

車両更新及び新規車両の導入時期に合わせ全車両に設置する必要があ

るため，包括的な取扱いを求めるものである。 

(2) 個人情報を本人以外のものから収集することについて  

  ア 個人情報を本人以外のものから収集する必要性  

    ドライブレコーダーの画像データの収集の目的は，交通事故の状

況把握をするため記録として行うものであり，本人の同意を得て収

集する方法では，この目的を達成することが困難であることから，

本人以外のものから個人情報を収集するものである。  

  イ 本人以外のものから収集する個人情報  

    ドライブレコーダーの画像データ 

(3) 個人情報を本人以外のものから収集することに伴う本人通知の省略

について 

本人以外のものから収集する個人情報は，画像データであり，撮影

する場所については，不特定の対象場所となるため，撮影及び録画以

前にあらかじめ本人に個別に通知することは困難であることから，本

人通知は省略する。 

ただし，ドライブレコーダー搭載車両の前面に，「ドライブレコーダ

ー搭載車両」と表示し，市民の方が容易に認識できるよう配慮する。 

(4) 個人情報を目的外に提供することについて  

  ア 個人情報を目的外に提供する必要性 

    刑事訴訟法第１９７条第２項の規定に基づく画像データの提供

依頼は，正当な請求権を有した司法警察員等によって行われるもの

であり，公共の福祉と法の維持のため，当該照会の正当性及び公益

性が認められ，交通事故の公平性の判断につながるものである。  

    また，当該事件の解決には，提供依頼に対する早急な対応を必要

とすること及び目的外提供を受けようとするものにとって，当該提

供を受ける方法以外に情報を入手する手段がないことをドライブ

レコーダー管理責任者が判断した場合に限って，藤沢市個人情報保

護制度運営審議会に諮問の手続を経なくても目的外提供できると

いう，包括的な取扱いについて，必要性があると判断したものであ

る。 

    なお，証拠物件として司法警察へ提供した画像については，６ヶ

月保存することとする。画像の保存及び情報提供の必要時の検索・

出力以外には使用しない。 

 イ 目的外の提供先 

   司法警察員としての職務を行う者，検察官及び検察事務官  

 ウ 目的外に提供する個人情報 

    ドライブレコーダーの画像データ（「衝撃録画」によって録画さ

れた必要最低限の時間部分に限る。） 

(5) 個人情報を目的外に提供することに伴う本人通知の省略について  



事故等で個人が特定できる場合には，本人通知をするが，ドライブ

レコーダーの撮影区域には不特定多数の者が立ち入るため，当該画像

データでは個人を特定することが困難であるときは，通知の送付先が

特定できないため，管理責任者の判断のもと，本件に係る本人通知を

省略する。 

(6) コンピュータ処理について 

  ア コンピュータ処理を行う必要性 

    記録した画像のデジタル録画，一定の保存期間が経過したデータ

の自動処理及び記録画像処理用パソコンによる，画像出力処理のた

めのコンピュータによる処理が必要である。  

  イ コンピュータ処理を行う個人情報の項目 

    ドライブレコーダーの画像データ 

  ドライブレコーダーの画像データは車両前面ガラスにカメラ内臓

の本体を設置し，マイクロＳＤカード（８Ｇ）にて記録される。マ

イクロＳＤカードには常時録画され，画質の設定により標準画質で

１５０分まで記録することが可能で，事故発生時等の衝撃時には別

途１０件まで記録され，それぞれ自動で上書き更新される。また，

電源がオフになると駐車録画が開始され，駐車中の車両に衝撃が加

えられた場合に２０件まで記録される。 

記録内容は，撮影日時，位置，画像，音，車速である。  

  ウ システムの機器構成 

   (ｱ) 機種 

記録媒体使用機種のとおり 

   (ｲ) 撮影箇所 

消防車両の移動範囲全域 

  エ 安全対策及び日常的な処理体制 

    安全対策としては，録画機器である記録媒体は，消防車両運行中

に標準画質で１５０分毎に順次上書きされ，ドライブレコーダー管

理責任者又は管理責任者の許可を得た者以外には利用できないよ

う利用者を制限する。また，日常的な管理としては，条例の定める

ところに従い，適正に取り扱い，藤沢市消防車両ドライブレコーダ

ー運用基準を定め，管理を行っていく。 

    なお，設置機種は，画像の編集・加工を行うソフトは搭載されて

いない。 

 (7) 実施時期 

   ２０１９年（平成３１年）２月８日（予定）  

(8) 添付書類 

  ア 藤沢市消防車両ドライブレコーダー運用基準  

  イ ドライブレコーダーによる映像について，捜査機関から刑事訴訟

法第１９７条第２項に基づく照会を受けた場合の取扱いに関する

ガイドライン 

ウ 記録媒体使用機種 



  エ 個人情報取扱事務届出書 

 

３ 審議会の判断理由 

  当審議会は，次に述べる理由により，審議会の結論(1)から(5)までの

とおりの判断をするものである。 

(1) 個人情報を本人以外のものから収集する必要性について  

実施機関では，ドライブレコーダーの画像データの収集の目的は，

交通事故の状況把握をするため記録として行うものであり，本人の同

意を得て収集する方法ではこの目的を達成することが困難である，と

している。 

以上のことから判断すると，個人情報を本人以外のものから収集す

る必要性があると認められる。 

(2) 個人情報を本人以外のものから収集することに伴う本人通知を省略

する合理的理由について 

実施機関では，本人以外のものから収集する個人情報は，画像デー

タであり，撮影する場所については，不特定の対象場所となるため，

撮影及び録画以前にあらかじめ本人に個別に通知することは困難であ

る，としている。 

以上のことから判断すると，個人情報を本人以外のものから収集す

ることに伴う本人通知を省略する合理的理由があると認められる。 

(3) 個人情報を目的外に提供する必要性について  

実施機関では，刑事訴訟法第１９７条第２項の規定に基づく画像デ

ータの提供依頼は，正当な請求権を有した司法警察員等によって行わ

れるものであり，公共の福祉と法の維持のため当該照会の正当性及び

公益性が認められ，交通事故の公平性の判断につながるものである。

また，当該事件の解決には，提供依頼に対する早急な対応を必要とす

ること及び目的外提供を受けようとするものにとって，当該提供を受

ける方法以外に情報を入手する手段がないことをドライブレコーダー

管理責任者が判断した場合に限って，藤沢市個人情報保護制度運営審

議会に諮問の手続を経なくても目的外提供できるという包括的な取扱

いについて必要性がある，としている。 

また，証拠物件として司法警察へ提供した画像については，６ヶ月

保存することとし，画像の保存及び情報提供の必要時の検索・出力以

外には使用しない，とのことである。 

以上のことから判断すると，個人情報を目的外に提供する必要性が

あると認められる。  

(4) 個人情報を目的外に提供することに伴う本人通知を省略する合理的

理由について 

実施機関では，事故等で個人が特定できる場合には，本人通知をす

るが，ドライブレコーダーの撮影区域には不特定多数の者が立ち入る

ため，当該画像データでは個人を特定することが困難であるときは，

通知の送付先が特定できないため，管理責任者の判断のもと，本件に



係る本人通知を省略することとしたい，としている。 

以上のことから判断すると，個人を特定することが困難であるとき

は，個人情報を目的外に提供することに伴う本人通知を省略する合理

的理由があると認められる。 

(5) コンピュータ処理を行うことについて  

  ア コンピュータ処理を行う必要性について  

実施機関では，記録した画像のデジタル録画，一定の保存期間が

経過したデータの自動処理及び録画映像処理用パソコンによる，画

像出力処理のためのコンピュータによる処理が必要である，として

いる。 

以上のことから判断すると，コンピュータ処理を行う必要性があ

ると認められる。 

 イ 安全対策について 

  実施機関では，安全対策として，次の措置を講じるとしている。 

ドライブレコーダー管理責任者又は管理責任者の許可を得た者

以外には利用できないよう利用者を制限する。また，日常的な管理

としては，条例の定めるところに従い，適正に取り扱い，藤沢市ド

ライブレコーダー運用基準を定め，管理を行っていく。  

なお，設置機種は，画像の編集・加工を行うソフトは搭載されて

いない。 

以上のことから判断すると，安全対策上の措置が施されていると

認められる。 

以上に述べたところにより，コンピュータ処理を行うことは，適当

であると認められる。 

 

 

以 上 

 

 


